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｢教職の意義等に関する科目｣をめぐる今日的動向

日高 和美
¥(九州大学/大学院生¥)

Ⅰ.課題設定

Ⅱ.｢教職の意義等に関する科目｣ の設置経緯

1.教育職員養成審議会における議論

2.教育職員養成審議会答申及び法規上の科目内容

Ⅲ.中央教育審議会における議論過程

1.｢教職実践演習｣の内容に関する議論

2.｢教職の意義等に関する科目｣の位置づけの変化

Ⅳ.結語

Ⅰ.課題設定

2005年 12月中央教育審議会教員養成部会は､

｢今後の教員養成 ･免許制度の在 り方について

¥(中間報告¥)｣ ¥(以下､中教審中間報告¥)を提出

し､新 しい時代に求められる教員の資質能力を

明示 し教員養成 に関す る新たな方向性 を示 し

た｡

具体的には､免許の質の保証及びライフステ

ージに合わせた職能向上をね らいとする ｢免許

更新制｣､更なる専門性の向上をね らいとす る

｢教職大学院｣､そ して大学おける教職課程 に

ついては､新科 目 ｢教職実践演習｣の設置を提

言 している｡

中教審中間報告を見ると､教職実践演習設置

の背景について､ ｢大学の教職課程 において養

成すべき能力のうち､教員の役割等を踏まえた

実践的指導力の基礎などの最終的な形成は､教

職指導等 を通 じて個 々人 にお いて形成 されて

いるとして､ 明示的には確認 されて こなか っ

た｣ とした上で ｢今後は､教員 として最小限必

要な資質能力の全体について､教職課程の履修

を通 じて､確実に身に付けさせるとともに､そ

の資質能力の全体 を明示的に確認す る方策が

必要であるため｣ と述べている｡

さらに同報告では､教職実践演習 ¥(仮称¥) を

新設 した場合の単位のあ り方 として､①教職課

程科 目の総単位数の増加､②総単位数を維持 し

た場合の 2通 り提案 している｡教職実践演習が

制度化され､かつ総単位数を維持することとし

た場合､ ｢関連する教職 に関する科 目¥(例えば､

教職の意義等 に関する科 目¥)の単位数 を減ず る

などの措置を講ずることが適当である｣ と提言

している｡

ここで単位数の削減が提言された ｢教職の意

義等に関する科 目｣は､1998年教育職員免許法

および同施行規則 の一部改正 によ り免許取得

の必修科 目として位置づけ 2000年度入学者よ

り適用 された現在 6年 目の新 しい免許科 目で

ある｡

4年制の教職課程であれば､ ｢教職の意義等

に関する科 目｣を履修 し免許を取得 している学

生が教壇に立つようにな り2年 ¥(短期大学にお

いては4年¥) しか経過 していない状況の中､な

ぜ ｢教職の意義等に関する科 目｣の単位削減が

なされようとしているのだろうか｡

中教審中間報告を見ると､教職実践演習のね

らいが教職 の意義等 に関す る科 目と一致す る

点が触れ られてお り､教職の意義等に関する科

目は入 り口の段階で､そ して 4年後教職課程全

体 の成果 を確認す るために単位数 を前後 に分

ける形で設置する､ との理由を読み取ることが

できる｡

また､中間報告においては､ ｢教職実践演習｣

は免許にふさわ しい資質 ･能力を有 しているか

を確認する役割 も期待されているが､ この4年
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間で輩出された免許取得者の質が落ちている

など、教職の意義等に関する科目が成果を明確

に示すデータ等は示されていない。つまり、科

目設置時のねらいの達成度が十分に把握され

ないまま単位数の削減にふみきろうとしてい

るのである。

　本稿においては、①教職の意義等に関する科

目が設置されるまでの教育職員養成審議会に

おける議論（1）の整理を行い、同科目のねらい

を明確にした上で、②現在行われつつある中央

教育審議会教員養成部会における議論（2）の中

でどのような理由で「教職実践演習」が提言さ

れ、教職の意義等に関する科目が位置づけられ

たのか、その経緯を明らかにすることを目的と

する。

皿．「教職の意義等に関する科目」の設置経緯

1．教育職員養成審議会における議論

　1996年、文部大臣は教育職員養i成審議会（以

下教養審）に対し、「新たな時代に向けた教員

養成の改善方策について」諮問を行った。その

理由として、①21世紀を展望して，国民の信頼

に応え得る生き生きした学校教育を実現して

いくためには，その直接の担い手である教員の

役割が極めて重要であること、②中央教育審議

会一次答申において、学校・家庭・地域社会に

おける教育の改善充実方策が示されるととも

に，教員の資質能力の向上を図ることの必要性

について指摘されていることから大学等にお

ける教員養成の改善方策をはじめとする今後

の教員養成の在り方について，貴審議会に検討

願うものである。」とし、①教員養成課程のカ

リキュラムの改善について②修士課程を積極

的に活用した養成のあり方について③その他

関連する事項、の3点を検討事項として挙げた。

　ここでは、教養審の議論の中で科目設置と関

わる①単位数、②教職の意義等に関する科目の

内容に関わる論点の整理を行う。

（1）単位数

単位数については、「教職に関する科目の増

加は望ましいが，総単位の増加によるのか，教

科に関する科目の削減によるのか，十分な検討

が必要。（第4回）」、「教科・教職に関する科目

のバランスについては，高校進学率が96％を越

える現状からも，中等教育段階についても教職

に関する科目のバランスを高めるべき。その際，

特に教育相談，生徒指導，進路指導等生徒理解

のための内容を重視すべき。（第5回）」など、

議論に見られるように教職に関する科目の単

位数を増加することについては一致する方向

性で議論が進められている。ただし、これに関

わる総単位数の増加については、「一般大学・

学部での教員養成では，カリキュラムが過密に

なりがちである。学生生活におけるゆとりは，

豊かな人間性や使命感等教育者としての資

質・能力の育成に不可欠である。このため，教

員養成カリキュラムの改善に際しては，現行の

免許基準への上乗せは避けるべきである。（第5

回）」、「免許法の履修基準は免許取得のための

「最低基準」であり，これを基礎に，各大学に

おいて個性的・弾力的に，内容ある教員養成を

「上乗せ」して行うことが大切（第6回）」、「教

職に関する科目に係る単位の増加には賛成で

きない。開放制教員養成は，画一的な教員像か

ら脱却し多様な知識・能力を持った教員の養成

など，教員の得意分野づくりを実現するもので

あり，教員養成の中心的な役割を果たすべきで

ある。しかし，今回の審議経過報告の提言は，

一般学部の学生が教員免許を取得する開放制

の教員養成課程から「ゆとり」を奪い，結果と

して教員への道が閉ざされることを危惧する。

一般学部における学科目において達成される

内容を十分に活用し，「教職に関する科目」に

ついては，教職に就くための原理的・理論的な

知識・能力を修得させることに徹するべき。（第

13回）」

「教員の資質・能力の強化をカリキュラムや基

準において数量的に規制するのではなく，弾力

化を諮り，各大学の創意工夫を促すことが期待

される。（第13回）」などの発言が見られる。

　これらの内容が答申に反映される形となり、

総単位数維持のため、教科に関する科目が削減

された。なお、第6回、第13回の発言に見ら

れる科目の運用の弾力化については、一次答申
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提出後の第22回の会議において「①「教職に

関する科目」を，大学の判断により卒業要件に

含めることを可能にすること，②「教職に関す

る科目」等に係るいわゆる他学部等聴講の許容

範囲を，大学芋協定の締結等を前提に，他大学

にも拡大すること，③「教職に関する科目」の

専任教員数の基準を緩和すること，など，所要

の改正を行うものである」ことが説明されてい
る。

（2）科目の内容に関わる論点

　教師に求められる資質能力として、「教員に

子供一人一人の才能を見抜く能力が求められ

る（第4回）。」「人間性が教員にとって一番大

事である。少なくとも教員は子どもの命を預か

るのだという意識や使命感，責任感などは大学

での養成段階で培うことが必要だと思う。（第

5回）」、「教員の資質能力の向上は養成・採用・

研修の各段階を通じて図られるべきものであ

り，大学における教員養成は，教員としての基

礎的能力を育成するものであることを明確に

すべきである。（第5回）」などの内容が養成過

程において育まれることが期待されている。

　この他、「教員の資質として，使命感だけで

はなく，国家観念・国家意識にもふれる必要が

あるのではないか。教員に求められる資質とし

て，「子どもに対する責任感」といったものが

抜けているのではないか。新たな科目を教職カ

リキュラムに導入した場合，大学が何をいかに

教授すべきか困ることが多い。ガイドライン的

なものを，例えば教育大学協会等において研

究・作成してはどうか。（第9回）」など大学側

の運用について触れている発言も見られる。

　また、一次答申を提出する前の具体案として、

「大学における教員養成カリキュラムの構造

転換と，いじめ・登校拒否や国際化・情報化な

ど社会的要請を踏まえたカリキュラム改善に

よって，使命感を持ち，現場の課題に適切に対

応できる力量ある教員を養成すべきことを提

言している。また社会人の学校への活用を積極

的に促進すべきこともあわせて提言してい
る。」と述べた上で、社会的要請を踏まえたカ

リキュラム改善については以下のとおり提言

している。

一学問的知識よりも，教え方や子供とのふれあいを

　重視（教科よりも教職重視）。

二教員志願者の教職に対する意欲を喚起する観点か

　ら，教師としての在り方・生き方を学ぶことを主た

　る内容とする「教職ガイダンスに関する科目」を新

　設。

三いじめ等の問題に対応するため，特に生徒指導上

　の課題の多い中学校段階の教育実習を現行の2週

　間から4週間に倍増（一種免許状）するとともに，

　カウンセリングに係る内容を質・量ともに充実。

四教員志願者の福祉体験ボランティア体験　自然

　体験などを促進する授業科目の開設を積極的に奨

　励。また，教育実習以外にも子どもたちとのふれあ

　いの体験を重視。

五教員志願者の視野を広げる観点から，ディスカッ

　ションや各種体験を取り入れつつ，地球環境，高齢

　化と福祉，家庭の在り方など，国内外の今日的課題

　を扱う科目「総合演習」を新設。（第11回）

2．教育職員養成審議会答申及び法規上の科

　　無内容

　教養審一次答申において、教職の意義等に関

する科目は教職への志向と一体感の形成を目

的とし、「「教職への志向と一体感の形成に関す

る科目の新設等」の中で「教職に関する理解

の増進を含む適切な指導を通じ、教員を志願す

る者に「教師とは何か、教職とは何か」という

ことについて深く考察するきっかけを与える

ことをねらって、「教職への志向と一体感の形

成に関する科目」（仮称、2単位）を新設する

必要がある」とした。またこのことから同科目

は、教職の意義、教員の役割・職務内容等に関

する知識の教授や、自らの進路に教職を選択す

ることの可否を適切に判断することに資する

各種の機会の提供などを、主な内容と示されて

いる。

　また、趣旨と照らし合わせ、時間配当につい

ては1年次配当の授業科目とすることや、教育

の本質・目標等に係る他の「教職に関する科目」

の授業と適切に内容調整しつつ有機的に関連
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を持たせたりするなど、履修方法等に適宜工夫

を凝らす必要性などが指摘されている。

　この他、担当教員について「小・中学校等に

おける教職経験が豊富で、特色ある教育活動を

展開している教員による指導が効果的である」

として現職教員または、現職経験を有する教員

の担当が望まれている。さらに、授業方法につ

いても、大学の教員のみならず現職教員を含め

様々な人材の活用や、学校における実際の授業

等の観察、それに代わるビデオ又はインターネ

ット、衛星通信等マルチメディアの積極的活用

を図ることなども工夫すべきとの内容が示さ

れている。

　最終的な法改正により（3）、現在の「教職の意

義等に関する科目」となり具体的な内容として、

①教職の意義及び教員の役割、②教員の職務内

容（研修、服務及び身分保障等を含む。）、③進

路選択に資する各種の機会の提供の内容が規

定された。

　藤原（2002（4））は「教職の意義等に関する科

目」について「これまでも教育原理などで取り

扱われてきた経緯はあるものの、教職・教師に

かかわる内容を体系的に伝えることにおいて

弱かったこと、新設科目では、「教職への志向

と一体感」の強調が後退し、教職の内容を中心

にすえていることに一定の評価を示した上で、

学年配当、理想主義的な教師論、教職論に陥る

可能性などの課題を提起している。

　またこの科目は、指導力不足教員、教員の不

祥事等で揺らぐ「信頼」を再び取り戻すための

科目として位置つく形となった。たとえば第

151回国会（5）、文教科学委員会（参議院）にお

いて阿南委員が文部科学大臣に対して教師の

不祥事対策についての質疑を行った際「委員御

指摘のとおり、教員の質をいかに上げるかとい

うことも非常に大きな課題でございます。その

ことで、実は平成十年に教育職員免許法の改正

がなされまして、大学における教員養成カリキ

ュラムが大幅に改善をされておるわけでござ

います。教員としての使命感をはぐくんでいく

ということで教職の意義等に関する科目、こう

いうものもふやす。（略）必修化するという形

で、学校教育、実際に現場に置かれる先生方が

今当面する課題に対応できるようにというこ

とで、新しいカリキュラムは平成十二年度の大

学入学者、昨年から適用されておるところでご

ざいます」との回答にも現れている。

　ここまでの、議論から以下の諸点を指摘して

おく。まず、教養審における議論については、

当時においても免許科目の総単位数の増加に

ついて反対意見が出され、その意見が反映され

ている点である。だが、一方で「免許法」は最

低基準であり、大学での運用については上乗せ

するなどの対応が期待されていた。

　内容については、議論の前半では諮問等で扱

われた「使命感」を育む科目としてのという位

置づけで議論されていた。しかし、「使命感」

は講義によって育まれるものではないのでは

ないか、などの意見や、資質能力の形成におけ

る大学の役割を考えた際、4年間を通して育む

ことが適当とする意見が見られるようになっ

た。最終的に、教養審において提言された「教

員に求められる資質・能力」や各ライフステー

ジに応じて求められる能力が明確になってい

くにつれて、「教職の意義等に関する科目」は

免許取得のための入り管理として、教職の意義、

教師の役割等の知識を取り扱うという位置づ

けに変化していった。

皿．中央教育審議会における議論過程

「教職実践演習」についての具体的な内容につ

いては、教員免許制度ワーキングループ（以下

ワーキングループ）において検討されている。

ここでは、ワーキングループの議事録等から

「教職実践演習」の具体的な内容及び単位数に

関する議論の整理を行う。

1．「教職実践演習」の内容に関する議論

　ワーキングループにおいては主として「免許

更新制」に焦点があてられている。「教職実践

演習」の必要性については、更新制が導入され

た後、大学がどこまでの質を保証するのか、そ

してどのように判断していくのか、という「適

格性の判断」の流れから科目創設の必要性がで

てきている。
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　たとえば、「教職課程において、教員として

の適格性を判断することを目的とした教育は

行われておらず、免許授与において適格性は要

件とされていない。今後の教員養成を考えた場

合、適格性をどのように育てていくかは極めて

重要。したがって、教職課程において、例えば、

教員としての使命感、子どもに対する愛情や高

い倫理性など、教職に求められる資質や適格性

を授業科目として構成し、必修化していくこと

が必要。（WG第3回）」としている。また、適格

性について、本来は教育実習で判断すべきもの

とされているが、できていない現状から新しい

方策を立てるとの見解も示されている。その一

方で、養成段階において「適確性を判定するこ

とは不可能（WG第3回）」との意見も見られる

が、議論の方向性としてはいかにして適格性を

確保するか、どのように判断するかの評価基準

を設定する方向性に流れている。

　第5回WGでは、適格性を確保するための科

目について「特別の科目で養成すると特定され

ているわけではないが、（教養審一次）答申で

は、教職課程の履修全体を通じて、身に付いて

いくものとされている。答申では、教職への志

向と一体感の形成に属する内容に係る授業科

目の開設は稀である、また、「教職課程におけ

る履修計画・内容についての指導」、「教職につ

いての理解を深めるための指導」については、

口頭説明や冊子配布により行っているに過ぎ

ず、「選択・決定の指導」については、教育実

習がほとんどの大学で唯一の機会になってい

るとされているが、そのような部分を養成して

いくことを意図的に組んだ授業科目の構想も

あり得るのではないか」との意見が出され、こ

れらが反映される形で新科目の設置について

の動きが加速していくこととなった。

　また、第6回WGにおいては、方法に関する

「適格性に関する科目は、座学的な科目であれ

ば、適格性の判断は難しい。教育実習の長期化

は、学校現場の負担が大きいので、1～2年次

の段階に2週間程度、学校現場でのインターン

シップやボランティア等を行い、そこで教員に

向いているか自己判断させ、3～4年次に、改

めて進路を考えさせるのはどうか。」などの発

言も見られている。

　第7回～8回WGにおいては、更新制との関

係性で求められる適確性の判断基準の作成と

方法、第9ケ月おいては「教員免許状の授与の

際の適格性及び専門性の判定について（案）」

が示されこれを基にして、第10回忌Gにおいて、

「教員として必要な資質能力の全体を確認す

るための科目の新設等について（案）」が資料

として提出され具体的な内容が審議され、素案

として反映されている。

　また、中間報告を発表するに際して、教職実

践演習は教職経験者を含めた複数の教員で行

うなどの修正が施されている。

2．「教職の意義等に関する科目」の位置づけ

　の変化
　次に、議論において「教職の意義等に関する

科目」がどう取り扱われているかを見ていく。

　議事録を追うと、教職の意義等に関する科目

については、第2回WGにおける「教職の意義

等に関する科目が新設されたが、これは、教職

に対するモチベーションとしてどのような勉

強をすれば良いのかという意識を持たせると

いう解釈と、案1の「教員としての適格性に関

する科目を新たに設けて」という場合の、適格

性に関する科目という考えから、むしろ4年次

に持ってくるべきではないかという意見があ

った」という発言の他には見られない。

　内容的には、具体的に示されないものの科目

の運用と関わる大学における教職課程の運用

については議論にあがっている。たとえば、第

4回WGにおいては「大学においては、養成する

教員像が十分確立していない、必要最小限の資

質能力についての理解が十分ではない、科目の

趣旨が理解されない等、全て現在の教職課程は

いわば欠陥商品であるような捉え方をしてい

る。免許制度を改善しなければならない、ある

いは、更新制を導入しなければならないという

目的意識に立てば、このような表現はあり得る

が、これまで教員養成について様々な努力・工

夫をし、改善もされてきており、そのような積

極面についても触れるべきである。教員養成に

係る評価が一方的に過ぎないかという懸念を

持っているので、工夫してほしい。」などの発

言や、「教養審の第1次から第3次の答申を受
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け、免許法が大改正されたが、各大学は必ずし

も答申を理解して教員養成を行なっていない。

改正された教科を設定するだけで、設定の趣旨

も検討せず講義を行なっている大学がある。課

程認定の際には、できるだけ事前チェックは厳

しくせず、事後チェックを厳しくするようにし

ているが、完成年度を過ぎれば、教員の入れ替

えを行うような大学もある。このため、申請時

に、大学が養成しようとする教員像を明確に持

ち、カリキュラム編成をしているかどうかを厳

しくチェックし、その上で、実地視察を行い、

チェックしていこうとしている。（WG第6回）」

との発言に見られるように大学の教職課程の

運用状況への課題が提示されている。議事録と

いう資料の限界はもちろんあるが、この議論の

流れをみると、「教職の意義等に関する科目」

の成果等の検証は行われないまま、科目ではな

く大学全体の教職課程の運用状況についての

判断によって科目の削減及び新科目設置議論

が進んだことが読み取れる。

　なお、中教審中間報告においては、大学の教

職課程の課題（6）を指摘した上で、今後は、教

職課程に係る事後評価制度の導入や認定審査

の充実のため、①評価システムの確立（外部評

価、第三者評価の導入）、②教職課程の質の維

持・向上のため、教育課程認定審査の充実（大

学全体の教職課程の運営方針、教員養成に対す

る理念・構想、大学の教員養成に対する姿勢、

教職課程を必要とする理由を十分に確認に対

する審査の充実）、③事後的・継続的にチェッ

クし、必要な改善等を促す仕組みを整備（認定

後の教職課程の運用状況のチェック、課程認定

委員会による実地視察の対象の拡充、運営状況

に関する定期的な報告を課す、認定後の教職課

程が法令等に違反すると認められる場合には、

是正勧告や認定の取消等の方策を講ずる）につ

いて提言している。

W．結語

　本稿は、①教職の意義等に関する科目が設置

されるまでの教育職員養成審議会における議

論の整理、②現在行われている中央教育審議会

教員養成部会における議論の経緯から「教職の

意義等に関する科目」の単位数の削減が行われ

ようとしている理由を明らかにすることを目

的とするものであった。これまでの分析から以

下の暫定的な知見を指摘する。

　まず、「教職の意義等に関する科目」の単位

削減は、「教職実践演習」の科目の創設にあた

って、総単位数の増加が難しいため、科目の趣

旨が一致するという理由で行われようとして

いる点である。しかし、科目の趣旨は総体的に

は教職科目すべての科目共通するものであり、

「教職の意義等に関する科目」の単位削減理由

にはならないのではないだろうか。単位削減に

よって、学生の進路決定の機会を半減させるこ

とにもつながるのではないだろうか。

　次に、教職の意義等に関する科目についての

成果については、議論の過程を見ても特に検証

されていないことから、「出口管理」の強化の

ための単位削減となりつつあることを指摘し

ておきたい。これは、免許更新制の実施にあた

って、大学における免許の質の管理を行ってお

く必要性から出口管理を重視する必要性が高

まったとの議論の流れが見られる。

　議論の中で、教職の意義等に関する科目につ

いての意見として「最終学年で行うべき内容」

や科目運用の課題が挙げられているが、調査等

客観的に基づく内容ではないと思われる。

　「教職の意義等に関する科目」については、

各担当教員自身の法解釈によって方法、内容に

ついても多様性があり（7）、多くの課題があると

思われるが、単位数を削減し、「教職実践演習」

を導入したところで課題の解決につながると

は思えない。また、これについては、「教職実

践演習」を実施したとしても同様の課題が生じ

ると思われる。この点について考えると、養成

段階において必要となるのは、「新科目」設置

による出口管理ではなく、翌年年ごとの目標の

達成度の把握や、各科目の連関性の強化等、プ

ロセス管理に力点を置くことではないだろう
か。

　ただ、大学側はこれらの改革の背景には、大

学における教員養成への不信感が存在してい

ることを真摯に受け止める必要がある。
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　さて、本稿には、①議事録等の分析であるた

め、資料に限界があること、②議事録における

議論の流れは検証できたものの、教職の意義等

に関する科目の全国的な運用状況についての

把握に乏しいこと、③動態的な内容を取り扱っ

ているため、更に制度が変容する可能性があり、

暫定的知見にとどまっているなどの課題が残

っている。これらの課題は、今後質的調査及び

継続的な分析を継続することで解決していき
たい。

【註】

（1）教育職員養成審議会議事録については、教育

　職員養成審議会議事録（http：／／www．　mext．go．

　jp／b　menu／shingi／12／yousei／index．　htm）より

　引用。

（2）中央教育審議会議事録については初等中等教

　育分科会議事録・配布資料（http：／／www。mext．

　go．　jp／b－menu／shingi／chukyo／chukyo3／index．　h

　tm＃gijiroku）より引用。

（3）「中野光日本教師教育学会会長の国会（衆議院

　文教委員会）参考人発言「（「一体感」という言

　葉が）そのまま省令等に表現されると、極めて

　わかりにくいということになりまして、担当す

　る方も困るのではないでしょうか」が影響して

　いると言われる。」藤原幸男（2002）「「教職の意

　義等に関する科目」の実践的研究」琉球大学教

　育学部紀要第60集．143～153頁。

（4）同上。

（5）第151回国会参議院文教委員会議事録（平成

　11年3月9日）より（検索システムhttp：／／ko

　kkai．　nd1．　go．　jp／）．

（6）中教審中間報告においては、①教養審3次答

　申（平成11年）が提言した内容（「各大学が養

　成しようとする教員像を明確にもっこと」）につ

　いて明確な理念の追求・確立がなされていない

　大学が存在している、②教職課程が専門職業人

　たる教員の養成を目的とする認識が必ずしも大

　学の教員の問に共有されていない、③教職課程

　の組織編成やカリキュラム編成が必ずしも十分

　整備されていない、④科目設定にあたり、「教科

　に関する科目」や「教職に関する科目」の趣旨

　が十分理解されていない、⑤シラバスの作成が

　不十分、⑥科目間（特に教科に関する科目と教

　職に関する科目）の内容の整合性・連続性がは

　かられていない、⑦実践的指導力の育成が不十

　分（特に修士課程）、⑧大学教員の研究領：域の専

　門性に偏った授業が多く、学校現場で抱える課

　題に必ずしも対応できていない、⑨教職経験者

　が授業に当たっている例も少ない⑩教員免許状

　が保障する能力と現在の学校教育や社会が教員

　に求める資質能力との問に乖離が生じている等

　の課題が指摘されている。

（7）この多様性については、①1つの科目に3つ

　の内容及び趣旨が含まれていることから生まれ

　る複雑性、②授業者の解釈や専門性により生じ

　る多様性の2つの意味において述べている。
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